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更新という概念を用いた
指定管理者制度について

• 放課後児童健全育成事業の指定管理者の募集で、２事業者以上からの手上げがなく競争性が働い
ていないのでは？

• では、市外事業者も認めて競争性を高めて５年に一度法人が変わることは本当に望ましいのか？

• 事業によっては福祉的な視点からもできる限り同じ法人が継続することが望ましいケースもある
のでは？しかし、競争が働かないことも質の担保という点から非常に問題。

• →更新という概念を用いる自治体がある。
例）原則１０年の指定管理として募集。５年目の段階で、一定水準
以上の質をクリアしていれば非公募で再度５年間の指定管理の指定
を行う前提とする。これによって、事業者が短期間でコロコロかわ
ることがなく、かつ再度指定管理の指定をしてもらうために質の点
でも努力してもらえる。



https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/005/001/p009941_d/fil/shiteikanrisyasseido.pdf

八王子市のガイドラインより
平成２２年より更新制度を導入している


